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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う林業信用保証の 
対応について (お知らせ)第２報 

 
新型コロナウイルス感染症の発生により、林業・木材産業事業者の皆様の資金繰りに支

障が生じないよう、当基金では、現在、以下の対応を行っておりますので、お知らせしま
す。(下線部が今回追加の部分) 
 
１．相談窓口の設置 

信用基金ホームページに掲載のとおり、新型コロナウイルス感染症の発生による以下の

相談窓口を設けております。不安なことなどについて、お気軽にご相談・ご照会ください。 
 

相談窓口 

連絡先 独立行政法人農林漁業信用基金林業信用保証業務部業務課 
担当：鈴木（弘）、本間 

電話 ０３－３２９４－５５８５、５５８６ 

F A X ０３－３２９４－５５９５ 

 
２．新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第 2弾-(R2.3.10)に基づく対応 

今般の「新型コロナウイルス感染症」に起因する影響が発生し、事業継続に支障をきた
す場合については、今年度新設した「林業・木材産業災害復旧対策保証」の対象となるこ
とが令和 2年 3月 10日に新たに決定されました。 
 

「林業・木材産業災害復旧対策保証」の特徴 
・保証限度額：通常保証と別枠で 8,000万円 
・保証期間：運転資金５年以内、設備資金 15年以内（返済据置期間は 2年以内） 

・保証料：最大で 5年間保証料免除 
・基本的な適用条件：当該災害の影響を受けた後、最近１か月間の売上高等が前年同月
に比して一定程度減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が
前年同期に比して一定程度減少することが見込まれること 

 
(資料) URL：https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/shien/index.html又は     をご参照下さい。 

 
３．根保証の活用（２によらない場合を想定） 

新型コロナウイルス感染症の発生により、今後の取引や資金繰り等に不安を感じていて、
運転資金の融資枠を予め確保しておきたい場合に、「根保証」の活用をお勧めしておりま

す。 
根保証とは、利用者が融資機関から反復継続して手形貸付を受ける場合、あらかじめ一

定の保証極度額と根保証期間を定めておき、その範囲内なら何度でも繰り返し保証を受け
られる仕組みです。 
根保証の保証料は、保証極度額に対して「一括前払」となりますが、根保証期間終了後、

ご請求により、未利用分の保証料を事務手数料１０％控除のうえ返戻いたします。 
 
 
詳細につきましては、１の相談窓口にお問い合わせください。 

https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/shien/index.html

